
開示等請求及び苦情窓口設置に関する規程 

（開示等の窓口） 

第1条 当法人における個人情報保護に係る事項のうち、開示等請求への対応、苦情処理等は個人

情報保護管理者において担当する。 

２ 個人情報保護管理者窓口の電話番号、ファックス番号は下記の通りである。 

電話番号 03-3291-4120 

ファックス番号 03-3291-4123 

３ 窓口の受付時間は、当法人営業日の午前 9:30 から午後 4:00 とする。 

（請求の受付） 

第2条 本人又は代理人からの開示請求等は、開示請求書、訂正等請求書、利用停止等請求書又は

利用目的通知請求書（以下、「開示等請求書」という）を窓口宛てに提出することによって受

付ける。 

２ 前項の開示等請求書の提出は、来社しての窓口への直接提出、郵送による提出、ファック

スによる提出のいずれかの方法で行うことができる。 

３ 窓口に対し、電話による口頭の請求は受け付けない。 

（本人確認方法） 

第3条 2-2 に基づく請求に係る本人確認方法は、原則として次の通りとする。 

（１） 来所の場合 

個人番号カード、運転免許証、旅券（パスポート）、健康保険の被保険者証、特別永住者

証明書又は在留カード並びに準ずる書面の原本（やむを得ない理由がある場合は写し）

の提示を求めたうえ、写しを受領する。 

（２） 郵送又はファックスの場合 

個人番号カード、運転免許証、旅券（パスポート）、健康保険の被保険者証、特別永住者

証明書又は在留カード並びに準ずる書面の写しの送付を本人から受けるとともに、これ

らの写しに記された本人の住所宛てに受付文書を書留郵便により送付する。 

２ 本人から前項以外の方法による本人確認の希望があった場合は、窓口は、その方法が本人

確認方法として適切であると判断した場合は、当該方法によって、本人確認を行うことがで

きる。 

（代理人による請求の場合の確認方法） 

第4条 2-2 に基づく請求が、代理人によってなされた場合の本人及び代理人の本人性並びに代理

人の権限の確認方法は、原則として次の通りとする。 



（１） 来所の場合 

本人及び代理人の本人性の確認については、3-1（1）の確認方法を準用する。 

代理人の権限については、代理人が未成年者の法定代理人であるとき は、戸籍謄本、

成年被後見人の法定代理人であるときは、後見開始審 判書又は後見人登記簿謄本の提

示を求めて確認のうえ写しを受領する。代理人が任意代理人であるときは、本人の委任

状及び印鑑登録証明書 の提示を求めて確認のうえ写しを受領する。ただし代理人が弁

護士で あって業務上委任を受けて代理人となる資格を有する者であるときは、当該資

格を証明する資料（登録番号、職印に係る印鑑登録証明書等） の提示を求めて確認の

うえ写しを受領する。 

（２） 郵送又はファックスの場合 

本人及び代理人の本人性の確認については、3-1（2）の確認方法を準用する。 

代理人の権限については、代理人が未成年者の法定代理人であるときは、戸籍謄本、成

年被後見人の法定代理人であるときは、後見開始審判書の写しの送付を求めて確認する。 

代理人が任意代理人であるときは、本人の委任状及び印鑑登録証明書の写しの送付を求

めて確認する。ただし代理人が弁護士であって業務上委任を受けて代理人となる資格を

有する者であるときは、当該資格を証明する資料（登録番号、職印に係る印鑑登録証明

書等）の提示を求めて確認のうえ写しを受領する。 

2 代理人から前項以外の方法による本人及び代理人の本人性並びに代理権限確認の希望があ

った場合は、窓口は、その方法が確認方法として適切であると判断した場合は，当該方法に

よって、確認を行うことができる。 

（死者の保有個人データに係る開示請求等） 

第5条 死者の相続人等により、死者の保有個人データの開示等請求がなされた場合、窓口は、

請求者の本人性を確認するとともに、請求者に対して、死者と請求者との関係を明らかにす

る戸籍謄本等の書面及び死者の保有個人データの開示等を求める必要性の説明を求め、これ

を根拠付ける資料等の提出、送付又は送信を求めることができる。 

（開示等請求書の記載事項等） 

第6条 開示等請求書には、次に掲げる事項を記載する欄を設ける。 

（１） 請求者（本人又は代理人）の氏名、住所又は居所、電話番号。 

（２） 開示等請求に係る保有個人データを特定するに足りる事項。 

（３） 請求者が代理人の場合において、本人の氏名、住所又は居所、電話番号 

（４） 請求者の本人性の確認方法をチェックする欄 

（５） 請求者が代理人の場合において、代理人の権限および資格の確認方法をチェックす

る欄 



（６） 死者の保有個人データの開示等請求の場合における、死者と請求者の関係の確認方

法をチェックする欄及び請求の必要性 

（７） 訂正等請求の場合における、訂正、追加又は削除の別並びに訂正等をすべき理由及

び訂正等をすべき内容 

（８） 利用停止等請求の場合における、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止の別

並びに利用停止等を求める根拠（保有個人データが法 16条の規定に違反して取り扱

われている（目的外利用）、法 17 条の規定に違反して偽りその他不正の手段により

取得された又は法 23 条 1 項の規定に違反して第三者に提供されている）又は理由 

（９） 開示等の方法（書面又はコンピューター画面の閲覧、書面等の交付若しくは郵送の

選択欄 

２ 開示等請求書に記載事項漏れ、保有個人データの不特定など形式上の不備があった場合、

窓口は、相当期間を定めて補正を求めることができる。 

（開示請求等に対する社内の判断経路等） 

第7条 開示請求等は、すべて、窓口において受け付ける。 

２ 窓口は、開示請求等が、来社、郵送又は、ファックスでなされた場合は、必ず開示等請求

書及び資料等の写しを取り、保管する。開示請求等が電子メールの送信等オンラインを利用

してなされた場合は、窓口は必ず、当該請求に係る電子データを窓口専用のフォルダに保存

する。 

３ 開示請求等に対して、開示等をするか否かの判断は、個人情報保護管理者において行う。 

（保有個人データの利用目的の通知請求への対応） 

第8条 利用目的通知請求書により利用目的の通知請求があったとき、個人情報保護管理者は、請

求者に対し、「利用目的に関する通知書」により、12-1 に定める期間内に、請求者の選択した方

法で、利用目的を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りではない。 

（１）  法 27 条 1 項に基づき行った措置（すべての保有個人データの利用目的を、本人の

知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）に置いたこと）に

より、請求に係る利用目的が明らかな場合なお、利用目的が明らかでない場合とは、

利用目的が複数掲げられており、本人に係る保有個人データがそのうちどの目的で利

用されているのかわからない場合などをいう。 

（２） 利用目的を本人に通知することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の

権利利益を害する恐れがある場合 

（３） 利用目的を本人に通知することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利

益を害する恐れがある場合 

（４） 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必



要がある場合であって、利用目的を本人に通知することにより当 該事務の遂行に支

障を及ぼす恐れがあるとき 

２ 個人情報保護管理者が前条ただし書きの規定により、請求に係る保有個人データの利用目

的を通知しない旨の判断をしたときは、個人情報保護管理者は「利用目的に関する通知書」に

より、請求者に対し、12-1 に定める期間内に、請求者の選択した方法で、通知しない旨ととも

に、前条ただし書きのいずれに該当するか等、通知しない理由を記載して、通知するものと

する。 

３ 個人情報保護管理者は、14-1（1）で定める手数料の支払いが、利用目的通知請求の受付

の日の翌日から起算して 10 日以内に支払われないときは、利用目的の通知を拒否することが

できる。 

（開示請求への対応） 

第9条 開示請求書により開示請求があったときは、個人情報保護管理者は、「開示に関する通知

書」により、請求者に対し、12-1 に定める期間内に、請求者の選択した方法で、開示しな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開

示しないことができる。 

（１） 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合当該

個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 

（２） 他の法令に違反することとなる場合 

２ 個人情報保護管理者は、請求に係る保有個人データが前項ただし書きに該当する場合であ

っても、不開示情報部分を区別して除くことができるときには、できる限り、全部不開示と

することは避け、当該不開示情報部分のみを除いて、その他の部分を開示するようにする。 

３ 個人情報保護管理者が、請求に係る保有個人データの全部又は一部を不開示とする決定を

したときは、個人情報保護管理者は、「開示に関する通知書」により、請求者に対し、12-1 

に定める期間内に、請求者の選択した方法で、全部又は一部を開示しない旨及び一部を開示

する場合は、開示部分の記載とともに、1 項ただし書きのいずれに該当するか等開示しない

理由を記載して、通知するものとする。 

４ 個人情報保護管理者は 14-1（2）で定める手数料の支払いが、開示請求の受付の日の翌日

から起算して 10 日以内に支払われないときは、開示を拒否することができる。 

（訂正等請求への対応） 

第10条 訂正等請求書により訂正等請求があったときは、個人情報保護管理者は、訂正等に係る

保有個人データが「事実」でないことが判明した場合は、「訂正等に関する通知書」により、

請求者に対し、12-1 に定める期間内に、請求者の選択した方法で、具体的な訂正等の内容を

通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一



部の訂正等をしないことができる。 

（１） 過去の一定時点のデータを利用することが目的である場合 

（２） カルテなどの医療記録や、内申書・指導要録などの教育情報、労働者の勤務評定に

関する情報など保有個人データの本人の評価、診断、判断等に関する情報（ただし、

「事実」 に関する情報について訂正等が行われた場合に、当該訂正等が評価にも影響を与

えるようなときには、訂正等をした事実に基づいて評価に関する情報の訂正等を行わなけ

ればならない場合も生じる） 

２ 個人情報保護管理者が、訂正等を行うか否かの判断をするにあたっては、訂正等を請求さ

れた保有個人データの内容が事実に合致するかどうかにつ  いて、請求者が提出等をした資

料等も参考にしながら、遅滞なく必要な調査を行い、その調査結果に基づき判断をするもの

とする。 

３ 前項の調査の結果判明した事実が、現に保有している保有個人データとも訂正請求内容と

も異なる場合には、個人情報保護管理者は、訂正等請求に対しては、請求に応じる必要はない

が、情報の正確性の確保の観点を踏まえ、自ら訂正するよう努めるものとする。 

４ 個人情報保護管理者が、請求に係る保有個人データの全部又は一部について訂正等を行わ

ないとする決定をしたときは、個人情報保護管理者は、「訂正等に関する通知書」により、

請求者に対し、12-1 に定める期間内に、請求者の選択した方法で、全部又は一部を訂正等しな

い旨及び一部を訂正等する場合は、その部分について具体的な訂正等の内容を記載するとともに、

訂正等をしない部分について、「事実」に合致している又は前条ただし書きのいずれか該当する

等訂正等をしない理由を記載して、通知するものとする。 

（利用停止等請求への対応） 

第11条 利用停止等請求書により利用停止等請求があったとき、個人情報保護管理者は、16 条 

1 項、17 条または 23 条 1 項に違反することが判明した場合は、「利用停止等に関する通知書」

により、請求者に対し、12-1 に定める期間内に、請求者の選択した方法で、具体的な利用停

止等の措置の内容についての通知しなければならない。 

２ 個人情報保護管理者が、利用停止等を行うか否かの判断をするにあたっては、原則として、

利用停止等を請求された保有個人データについて法 16 条1 項、17 条または 23 条 1 項の違反が

あったかどうかについて、請求者が提出等をした資料等も参考にしながら、遅滞なく必要な

調査を行い、その調査結果に基づき判断をするものとする。ただし、当該調査するまでもな

く、法 16 条 1 項、17 条又は 23 条 1 項違反の有無が一見して明らかな場合は、この限りでは

ない。 

３ 個人情報保護管理者において、利用停止等の措置をとることについて、多額の費用を要す

ることその他利用停止等の措置をとることが困難であると判断したときは、本人の権利利益

を保護するため今後の修正の約束又は法違反行為によって発生した請求者本人の精神的又は

経済的損害を金銭で賠償するなどの代替的措置をとることができる。 



４ 個人情報保護管理者が請求に係る保有個人データの全部又は一部について利用停止等を行

わないとする決定又は前項に定める代替的措置を講じるとする決定をしたときは、個人情報

保護管理者は、「利用停止等に関する通知書」により、請求者に対し、12-1 に定められている

期間内に、請求者の選択した方法で、全部又は一部について利用停止等をしない旨及び一部

について利用停止等をする場合は、その部分について具体的な利用停止等の内容を記載する

とともに、利用停止等をしない部分について、利用停止等をしない理由または代替的措置を

とる理由を記載して、通知するものとする。 

５ 利用停止等の方法に係る具体的内容については、次の通りとする。 

（１） 保有個人データがコンピューターによりデータベース化されている場合は、個人情

報取扱事業者のほうで、端末を操作して、当該保有個人データをデータベースから

消去し、個人識別性を消滅させる措置をとり、当該保有個人データに個人情報取扱

事業者又は提供先の第三者がアクセスできないような措置をとり、又は個人情報取

扱事業者と第三者との間の情報提供に係る契約・取決め等を解約するなどの対応を

行うこととする。 

（２） 保有個人データがマニュアル情報の場合は、当該保有個人データが記載されている

書面等を廃棄し、第三者に提供していた書面等をすべて回収して、今後第三者に当

該書面等を提供しないようにし、又は個人情報取扱事業者と第三者との間の情報提

供に係る契約・取り決め等を解約するなどの対応を行うこととする。 

（開示等決定等の期間） 

第12条 8 ないし 11 の開示等に係る請求者に対する通知は、開示請求等を受け付けた日の翌日か

ら起算して 14 日以内に行わなければならない。ただし、6-2の規定により補正を求めた場

合に、当該補正に要した日数又は 6-6 の規定により開示等請求書の記載内容を明確にするた

めに要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、個人情報保護管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるとして前項に定める期間の延⾧の必要があると認めるときは、同項に規定する期間を前

項の起算日から 30 日以内に限り延⾧することができる。この場合において、個人情報保護管理

者は、請求者に対し、遅滞なく、延⾧後の期間及び延⾧の理由を、請求者が開示等の通知につい

て選択した方法に従って通知するものとする。 

３ 個人情報保護管理者は、開示等に係る判断・決定に特に⾧期間を要するため、前二項の規

定にかかわらず、期間の延⾧の必要があると認めるときは、個人情報保護管理者は担当の期

間内に開示等に係る判断・決定を行い、個人情報保護管理者は、その後速やかに請求者に対す

る開示等に係る通知を行うことができる。 

この場合において、個人情報保護管理者は、請求者に対し、前二項に規定する期間内に、前二

項の規定にかかわらず期間の延⾧を行う理由及び開示等に係る通知を行う制限を、請求者が

開示等の通知について選択した方法に従って通知するものとする。 



（死者の保有個人データに係る開示請求等の拒否） 

第13条 死者の相続人等により、死者の保有個人データの開示請求等がなされた場合、個人情報

保護管理者は 5 に基づきなされた、請求者からの、死者の保有個人データの開示等を求める必

要性の説明又は（及び）これを根拠づける資料等の提出、送付又は送信によっても、当該死者

の保有個人データが、請求者に関する保有個人データではないと認めるときは、開示等を拒否

することができる。 

２ 6 ヶ月以内に消去（更新は含まない）することとされている個人データの開示請求等がなさ

れた場合は、「保有個人データ」に当該しないので、その旨を請求者に通知して、開示請求等を

拒否する。 

（手数料） 

第14条 利用目的の通知請求又は開示請求をする者から徴収する手数料の額は、次の通りとする。 

（１） 利用目的に通知に係る手数料 

利用目的の通知 1 件につき 5,000 円（定額） 

（２） 開示請求に係る手数料 

開示請求 1 件につき 7,000 円（定額） 

（３） 開示実施手数料 

開示実施の方法に応じ下記の通り 

①閲覧 100 円（10 分毎に） 

②写しの手交 200 円（A4 版 1 枚につき） 

③写しの郵送 200 円（A4 版 1 枚につき）プラス送料実費 

２ 前項の手数料の徴収は、（１）については、「利用目的に関する通知書」による通知到達後、

（２）及び（３）の手数料は、現金書留の送付、金融機関への振込みによる方法で徴収する。 

（開示等請求書書式の公表等） 

第15条 当法人は、1-3 に定める窓口の電話番号、ファックス番号、個人情報保護管理者の個人情

報の取扱いに関する苦情の受付（開示等に係る当法人の措置に対する請求者方の不服の申立

の受付を含む）及びその処理も行うこと、2 及び4 ないし 6 に定める開示等請求書の書式その

他の開示請求等の方式、3 及び 4 に定める本人及び代理人の本人性確認方法、代理人権限の確

認方法並びに 14 に定める手数料の額及びその徴収方法を、当法人のウェブサイトに常時掲

載し、随時更新するとともに、保有個人データの本人から当法人に問い合わせがあれば、窓

口は速やかに回答するものとする。 

（苦情処理） 

第16条 当法人の個人情報の取り扱いに関する苦情の受付（開示等に係る当法人の措置に対す

る請求者からの不服の申立の受付、匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情申込を



含む）及びその処理については、個人情報保護管理者窓口が担当する。 

２ 個人情報保護管理者窓口の電話番号、ファックス番号は、下記の通りである。 

電話番号  03-3291-4120 

ファックス番号  03-3291-4123 

３ 個人情報保護管理者窓口の受付時間は、当法人の営業日の午前 9 時 30 分から午後 4 時まで

とする。 

 

附則 

（施行期日） 

1 本規程は平成 30 年 2 月 1 日から施行する。 


